
No. 項目 質問 回答

1 委託料について
　実施要領内に「予算が可決し、予算の執行が可能
になったときに効力が生じる。」との記載がある
が、支払いタイミングについて教えてほしい。

　委託料の支払いに関しては、精算払いを基本としますが、必要
に応じて概算払いを行うことが可能です。
　なお、支払い等に関しては、契約締結の際に契約書により調整
することとなります。

2
事業実施体制につい
て

　合同会社と個人事業主との共同申請（ＪＶ共同企
業体）は可能か。

　可能です。
　なお、共同企業体（JV）による申請の場合、提出書類等の取扱
いは、以下のとおりとします。

○実施要領「７　企画提案書等の提出」の「（３）提出書類」に
ついて
・オ及びキ～クについては、構成員すべてについて提出するこ
と。
・ア～クの書類に加え、「共同企業構成員表（別紙１）」及び
「共同企業体であることの証明書（別紙２又はこれに準じたも
の）の写し」を提出すること。

○業務実績について
　業務実績について、出資比率２０％以上の構成員の実績を記載
すること。

3 Webサイトについて 　Webサイトの事業期間終了後の管理方法は。
　事業期間終了後、Webサイトは県が管理します。そのため、事
業間期間終了後に、Webサイトの運営方法等を県へ引き継いでい
ただくことになります。

4
　ゲストハウス等の宿泊を希望した場合、食事代は
含まれるか。

　食事代は含まれません。参加者負担となります。

5
　ゲストハウス等の１泊あたりの上限額を定めるこ
とはできるか。参加希望者が長期滞在を希望された
場合、予算的に厳しくなる。

　生活体験者が滞在期間中に居住する体験住宅の家賃又は宿泊料
については、委託料から支払うこととなります。予算内で収まる
体験住宅等の選定を企画提案してください。

6

　短期プラン1週間〜とあるが、参加希望者によって
は仕事の都合などで1週間も滞在できない場合がある
と予想される。その場合少数泊（2~3泊）×複数回の
受け入れでも良いか？

　仕様書（案）のとおり、体験プランは、只見町と南会津町でそ
れぞれ、１週間～３週間程度の短期プランを２プラン以上、１～
３ヶ月程度の長期プランを２プラン以上は必ず企画提案してくだ
さい。
　なお、上記提案に併せて、社会情勢等を踏まえた本事業に活用
可能な提案がある場合は、ぜひご提案ください。

7
地域の案内人につい
て

　「ア 事務局と連携して生活体験者のコーディネー
トやフォローを行う『地域の案内人』を各地域５名
程度設置することとし、具体的に提案すること。」
とあるが、只見町、南会津町各5名合計10名という認
識でよいか。
 また、上記案内人は只見町、南会津町に住んでいる
必要はあるか。

　「地域の案内人」については、只見町、南会津町を案内できる
方を合計で５名程度設置することを想定しております。また、上
記案内人は只見町、南会津に在住であることは必須ではございま
せんが、生活体験者のフォローアップができることは要件となり
ます。併せて、南会津地域に詳しい「キーパーソン」であること
が好ましいです。
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